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「農薬の登録申請書等に添付する資料について」の運用について（平成１４年１月１０日付け１３生産第３９８８号農林水産省生産局生産資材課長通知）一部改正新旧対照表

改 正 後 現 行

（別紙） （別紙）
「農薬登録申請書等に添付する資料等について」の運用について 「農薬登録申請書等に添付する資料等について」の運用について

１～５ （略） １～５ （略）

６．農薬の水産動植物被害予測濃度に関する資料 ６．農薬の公共用水域の水中における予測濃度に関する資料
（１）本資料は、申請にかかる農薬の有効成分等の水産動植物被害予測濃度（以下「水産Ｐ （１）本資料は、申請にかかる農薬の有効成分等の公共用水域の水中における予測濃度（以

ＥＣ」という。）が記載された「農薬の水産動植物被害予測濃度算定結果報告書」及び 下「ＰＥＣ」という。）が記載された「農薬の公共用水域の水中における予測濃度算定
その添付資料とする（別記様式第６号）。 結果報告書」及びその添付資料とする（別記様式第６号）。

（２）水産ＰＥＣの算定は、 （２）ＰＥＣの算定は、次のアからキまでのいずれかに該当する場合には省略できるものと
① 当該農薬の剤型、使用方法等からみて、当該農薬の成分物質等がその使用に係る農 し、本報告書に代えてその旨が記載された資料を提出することができるものとする。
地に混入し、又は河川等の水系に流出するおそれがないと認められる場合

② 当該農薬の成分物質等の種類等からみて、その毒性がきわめて弱いこと等の理由に
より、安全と認められる場合

のいずれかに該当する場合には省略できるものとし、本報告書に代えてその旨が記載さ
れた資料を提出することができるものとする。なお、①又は②として次に掲げる場合等
がこれに該当する。
（①に該当する場合）
ア～カ （略） ア～カ （略）

（②に該当する場合）
当該農薬の有効成分が食品等において一般に広く利用されており水産動植物に対し キ 当該農薬の有効成分が食品等において一般に広く利用されており水産動植物に対し

安全であることが公知である場合 安全であることが公知である場合
（３）水産ＰＥＣは、登録申請された使用方法に基づき、使用場面（水田に使用する場合（水 （３）ＰＥＣの算定は、登録申請された使用方法に基づき、水田に使用する場合（水田使用）

田使用）と水田以外に使用する場合（水田以外使用））ごとに算定する。なお、使用場 と水田以外に使用する場合（水田以外使用）に分け、それぞれの場合について使用方法
面ごとに最も水産ＰＥＣが高くなる使用方法について算定されていれば、他の使用方法 ごとに算定する。なお、最も予測濃度が高くなる使用方法について算定されていれば、
での算定は省略することができるものとする。 他の使用法での算定は省略することができるものとする。

７．農薬の水質汚濁予測濃度に関する資料
（１）本資料は、申請にかかる農薬の有効成分等の水質汚濁予測濃度（以下「水濁ＰＥＣ」

という。）が記載された「農薬の水質汚濁予測濃度算定結果報告書」及びその添付資料
とする（別記様式第７号）。

（２）水濁ＰＥＣの算定は、
① 当該農薬の剤型、使用方法等からみて、当該農薬の成分物質等がその使用に係る農
地に混入し、又は河川等の水系に流出するおそれがないと認められる場合

② 当該農薬の成分物質等の種類等からみて、その毒性がきわめて弱いこと等の理由に
より、安全と認められる場合

のいずれかに該当する場合には省略できるものとし、本報告書に代えてその旨が記載さ
れた資料を提出することができるものとする。なお、①又は②として次に掲げる場合等
がこれに該当する。
（①に該当する場合）
ア 誘引剤等当該農薬の成分物質が封入された状態で使用される場合
イ 忌避剤、殺そ剤、ナメクジ駆除剤等配置して使用される場合
ウ 適用農作物に塗布し、又は適用農作物の樹幹に注入して使用される場合
エ 倉庫くん蒸剤等施設内でのみ使用される場合
オ エアゾル剤等一度に広範囲かつ多量に使用されることがない場合
カ 種子等に粉衣又は浸漬して使用される場合

（②に該当する場合）
当該農薬の有効成分が食品等において一般に広く利用されており安全であることが
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公知である場合
（３）水濁ＰＥＣは、登録申請された使用方法に基づき、使用場面ごとに算定する。なお、

使用場面ごとに最も水濁ＰＥＣが高くなる使用方法について算定されていれば、他の使
用方法での算定は省略することができるものとする。

８．農薬の見本に関する資料 ７．農薬の見本に関する資料
（１）本資料は、申請に係る農薬の見本の有効成分含有量の検査結果、検査方法等が記載さ （１）本資料は、申請に係る農薬の見本の有効成分含有量の検査結果、検査方法等が記載さ
れた「農薬の見本の検査結果報告書」及びその添付資料とする（別記様式第８号）。 れた「農薬の見本の検査結果報告書」及びその添付資料とする（別記様式第７号）。
（２）・（３） （略） （２）・（３） （略）

９ （略） ８ （略）

（別表１）～（別表２） （略） （別表１）～（別表２） （略）

（別記様式１）～（別記様式５） （略） （別記様式１）～（別記様式５） （略）



- 3 -

（別記様式第６号） （別記様式第６号）

農薬の水産動植物被害予測濃度算定結果報告書 農薬の公共用水域の水中における予測濃度算定結果報告書

年 月 日 年 月 日

申請者の氏名 法人の場合にあっては、 申請者の氏名 法人の場合にあっては、
その名称及び代表者の氏名 その名称及び代表者の氏名

１．農薬の種類 １．農薬の種類

２．農薬の名称 ２．農薬の名称

３．有効成分の名称及び含有量 ３．有効成分の名称及び含有量

４．水産動植物被害予測濃度算定結果 ４．予測濃度算定結果

（１）第１段階算定結果 （１）第１段階算定結果

算定結果 水田使用 水田以外使用
算定対象物質 使用場面 使用方法 算定対象物質 評価日数

２日間 ３日間 ４日間 地上防除 航空防除 地上防除 航空防除

水田使用 ２日間

水田以外使用 ３日間

４日間

備考１：使用方法欄には、適用作物、防除方法、施用法、使用量等を記載すること。 算定の対象とならない項目には「該当無し」と記入すること。
２：算定の対象とならない項目には「該当無し」と記入すること。
３：算定対象物質が複数ある場合は、算定対象物質ごとに記載すること。
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（２）第２段階算定結果 （２）第２段階算定結果

算定結果 水田使用 水田以外使用
算定対象物質 使用場面 使用方法 算定対象物質 評価日数

２日間 ３日間 ４日間 地上防除 航空防除 地上防除 航空防除

水田使用 ２日間

水田以外使用 ３日間

４日間

備考１：使用方法欄には、適用作物、防除方法、施用法、使用量等を記載すること。 算定の対象とならない項目には「該当無し」と記入すること。
２：算定の対象とならない項目には「該当無し」と記入すること。
３：算定対象物質が複数ある場合は、算定対象物質ごとに記載すること。

（３）第３段階算定結果 （３）第３段階算定結果

算定結果 水田使用 水田以外使用
算定対象物質 使用場面 使用方法 算定対象物質 評価日数

２日間 ３日間 ４日間 地上防除 航空防除 地上防除 航空防除

２日間
水田使用

３日間

４日間

備考１：使用方法欄には、適用作物、防除方法、施用法、使用量等を記載すること。 算定の対象とならない項目には「該当無し」と記入すること。
２：算定の対象とならない項目には「該当無し」と記入すること。
３：算定対象物質が複数ある場合は、算定対象物質ごとに記載すること。

５．添付資料 ５．添付資料
算定過程報告書（各段階予測濃度について、算定に用いたデータ、算定過程が記 算定過程報告書（各段階予測濃度について、算定に用いたデータ、算定過程が記

載されていること。） 載されていること。）
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（別記様式第７号）

農薬の水質汚濁予測濃度算定結果報告書

年 月 日

申請者の氏名 法人の場合にあっては、
その名称及び代表者の氏名

１．農薬の種類

２．農薬の名称

３．有効成分の名称及び含有量

４．水質汚濁予測濃度算定結果

（１）第１段階算定結果

算定対象物質 使用場面 使用方法 算定結果

水田使用

水田以外使用

備考１：使用方法欄には、適用作物、防除方法、施用法、使用量、使用回数等を記載
すること。

２：算定の対象とならない項目には「該当無し」と記入すること。
３：算定対象物質が複数ある場合は、算定対象物質ごとに記載すること。
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（２）第２段階算定結果

算定対象物質 使用場面 使用方法 算定結果

水田使用

水田以外使用

備考１：使用方法欄には、適用作物、防除方法、施用法、使用量、使用回数等を記載
すること。

２：算定の対象とならない項目には「該当無し」と記入すること。
３：算定対象物質が複数ある場合は、算定対象物質ごとに記載すること。

（３）第３段階算定結果

算定対象物質 使用場面 使用方法 算定結果

水田使用

水田以外使用

備考１：使用方法欄には、適用作物、防除方法、施用法、使用量、使用回数等を記載
すること。

２：算定の対象とならない項目には「該当無し」と記入すること。
３：算定対象物質が複数ある場合は、算定対象物質ごとに記載すること。

５．添付資料
算定過程報告書（各段階予測濃度について、算定に用いたデータ、算定過程が記

載されていること。）
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（別記様式第８号） （略） （別記様式第７号） （略）

（別添１） （略） （別添１） （略）
「成分の見本等の提出について」 「成分の見本等の提出について」

１ （略） １ （略）

２ 成分の見本を入れる容器の種類 ２ 成分の見本を入れる容器の種類
容器は、原則として独立行政法人農林水産消費安全技術センターで用意したものを使用 容器は、原則として農薬検査所で用意したものを使用する。

する。

３ （略） ３ （略）

（別添２） （別添２）
「農薬の登録申請書等に添付する資料等についての運用について（課長通知）」の別記様 「農薬の登録申請書等に添付すべき資料等についての運用について（課長通知）」の別記

式第１号「農薬の物理的化学的性状に関する検査結果報告書」の４．検査結果は、以下の記 様式第１号「農薬の物理的化学的性状に関する検査結果報告書」の４．検査結果は、以下の
載例を参考にして作成すること。 記載例を参考にして作成すること。

（以下略） （以下略）


